
環境省の公募型技術評価・実証事業一覧
参考資料５

事業・制度名 環境技術実証モデル事業 地下水複合汚染浄化汎用装置
開発普及等調査

低コスト・低負荷型土壌汚染調査
対策技術検討調査

ダイオキシン類汚染土壌浄化技
術等確立調査

脱臭技術適正評価調査 次世代廃棄物処理技術基盤整
備事業

地球温暖化対策ビジネスモデルイン
キュベーター（起業支援）事業のうち事
業化・技術実証調査（フィージビリティ
スタディ）

対象技術 ・先進的な環境技術全般
・但し、右に示す分野など、環境省及び他
省庁により実証事業が行われている分野
は除外する

・中小企業者のための簡易で経済的な地
下水浄化対策技術（手法）
・現在までに浄化実績のある技術

・汚染された土壌の調査又は汚染の除去
等の措置に係る技術
・既存の公定法、類似又は同種技術に対
して「低コスト・低負荷」である技術
・適用実績がある技術等を優先して採用

・ダイオキシン類に汚染された土壌に関し
て、実用化されているか又は開発されつつ
ある浄化技術（分解技術、分離・抽出技
術）
・安全かつ確実に浄化できる技術
・既に実用化されており大量の汚染土壌を
より低コストで浄化できるものを優先して採
用

・中小規模事業場を対象とした脱臭技術
（低コスト、省スペース、メンテナンスが容
易な技術）
・現場での適用事例があるか、無い場合で
も適用可能な段階まで十分に検討されて
いる技術

循環型社会の推進及び廃棄物の適正処
理に関するもので、本事業により実用化が
見込まれ、かつ汎用性及び経済効率性に
優れた技術
○廃棄物適正処理技術（廃棄物処理施
設、最終処分場、不適正処理監視・修復
関連技術）
○廃棄物リサイクル技術（有機性廃棄物、
容器包装、廃家電、廃自動車、建設系廃
棄物等のリサイクル技術）
○循環型設計・生産技術（リデュース・リサ
イクル・リユースに係る循環利用設計・建
設・生産技術）

事業化には至っていないものの、将来的
に先見性・先進性が高い地球温暖化対策
ビジネスの核となる対策技術

実施主体 総合環境政策局環境研究技術室 水環境部地下水・地盤環境室 水環境部土壌環境課 水環境部土壌環境課 環境管理局大気生活環境室 廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 地球環境局地球温暖化対策課

創設の背景・目的 ・環境技術については、有用と思われる技
術でも環境保全効果等についての客観的
な評価が行われていないために、自治体
や消費者などのエンドユーザーが安心して
使用することができないことから、普及が
進まない場合がある。
・本事業では既に適用可能な段階にありな
がら普及が進んでいない先進的環境技術
について、その環境保全効果等を第三者
が客観的に実証する事業をモデル的に行
う。

・中小事業者による浄化の推進 ・土壌汚染の調査・対策にかなりの費用と
時間を要する状況。
・土壌汚染対策法の施行により、土壌調
査・汚染判明事例の急増が見込まれる。
・産廃処分場の不足により汚染土壌の現
場での処理、再利用が可能な技術の開
発・普及が必要。

・ダイオキシン類による土壌汚染への対策
を円滑に実施するため。

・中小規模事業場に対する悪臭苦情の増
加
・ユーザー側への情報提供支援
・メーカー側の技術開発の促進

循環型社会の形成の推進及び廃棄物に
係る諸問題の解決に資する次世代の廃棄
物処理技術に関する基盤を整備すること
により、当該廃棄物処理技術の導入を促
進し、廃棄物の適正な処理の推進を図る
ことを目的とする。

地球温暖化対策技術の普及を事業とする
新たなビジネスモデルの立ち上げを支援
するため、ビジネスの核となる対策技術の
技術実証に係る調査をインキュベーター法
人又は事業者（新たな環境ビジネスへ取り
組んでいる者）に委託して実施する。

評価手法 ・アンケート調査等をもとに、有識者からな
る検討会において対象技術分野を決定し
たのち、それぞれの技術分野の実証を実
施する機関（主に地方自治体環境部局）よ
り技術を公募・選定。
・実証機関（地方自治体環境部局等）が具
体的な技術を公募・選定し、実証を行い、
報告書をとりまとめて環境省に報告。

・技術を公募し、環境省が書類選考、ヒア
リングを実施し、採用を決定。
・環境省が選定（又は応募企業が確保）し
た候補地において実証試験を実施し、応
募企業が報告書を取りまとめる。

・実績等をもとに事業者自らが行った評価
結果等に基づき、書類選考、ヒアリング及
び検討会の検討を経て、対象技術を選
定。
・選定した技術について、評価を行うため
に必要な事項について現場実証試験等を
実施。
・応募企業が実証試験結果報告書をとりま
とめる。

・技術を公募し、環境省が書類選考、ヒア
リング及び学識経験者による検討会の検
討を経て、対象技術を選定。
・選定した技術について、評価を行うため
に必要な事項について現場実証試験等を
実施。

技術を公募し、書類選考、ヒアリングを経
て学識経験者からなる評価検討会で検
討。脱臭性能を調べるための実測調査を
実施。選考技術に関する技術評価書を作
成。

・技術開発課題を公募
・専門家による審査委員会で事前評価さ
れ、環境大臣が採択を決定
・事前評価は、技術的必要性、社会的必
要性、計画の妥当性、技術的能力、実現
可能性、汎用性・経済効率性を評価
・採択された技術の開発者が、技術開発・
実証を行い、成果を「技術開発報告書」に
取りまとめる。

検討中
（専門家による審査委員会での事前評価
を予定）

１技術当たりの実
施期間

・原則単年度
・対象技術分野によっては複数年度にわ
たる実証も排除しない。

・実証期間は単年度で６ヶ月間程度 ・原則単年度
・複数年も可能だが、毎年度末に評価し、
打ち切りの可能性もある。

・原則単年度 ・１年 ・１年 検討中（原則単年度とする予定）

費用負担（環境省
の負担割合・額）

柔軟に対応 環境省の負担額は、１実証試験あたり４百
万円が上限

環境省の負担額は、１実証試験当たり２千
万円が上限

環境省との間で請負契約 環境省の負担額は、１実測調査あたり１０
万円が上限

・事業費の２分の１以下で、１億円以下の
補助金を環境省から交付

環境省との間で委託契約

結果公表方法 ・ＨＰ等により公表予定 ・情報公開については、別途相談 ・ＨＰ等により公表予定 ・ＨＰ等により公表予定 ・ＨＰ、専門誌により公表
・応募企業等への評価報告書の送付
・地方公共団体等へのＰＲ版の配付

・環境省のＨＰによる公表、一般公開の発
表会での報告

未定

評価技術数 平成１５年度　３分野（件数未定） 平成１４年度　３件 平成１４年度　９件 未定 平成１４年度　２０件 平成１５年度　１８件 未定

実施期間 平成１５年度～平成１９年度 平成１２年度～平成１５年度 平成１４年度～平成１６年度 平成１５年度～平成１９年度 平成１４年度～ 平成１１年度～ 平成１６年度～（予定）

予算額(14年度) 約１千６百万円 約２億円 １千万円 約３億円

予算額(15年度) ２億５千万円 約１千万円 他事業と併せて約３億２千万円 約２億円 約１千万円 約４億円

概算要求額(16年
度)

２億５千万円 事業終了 他事業と併せて約３億５千万円 約２億円 他事業と併せて約１千８百万円 他事業と併せて約１７億円 １０億円


